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第３節　工業用水問題と愛知用水

　われわれは，昭和３０年則半期において愛知県を中心とする中京工業地帯では

工業用水が将来不足するであろうと見通されたこと，その解決方法として愛知

用水を工業用水として利用することが諸計画において考えられたこと，さらに

昭和４０年頃から中思工業地帯における鉄鋼業，機械工業の急成長と関連しなが

ら， 工業用水利用量カミ急増してきたことたどを，前節および前女節でみてきた 。

したカミっ て本節では，工業用水として愛知用水が利用されるに至った経緯とそ

の利用上の問題点を，独占資本の蓄積構造という視角から考察しておきたい 。

つまり ，工業用水確保のための計画と実施にともなう杜会的経済的諸関係の分

析ということたのである 。

（５７１）



１６ 立命館経済学（第３ユ巻 ・第５ ・６合併号）

第１項工業用水として愛知用水が利用されるに至 った経緯について

　木曽川の水を知多半島へ導こうとする構想は明治の末期から大正初期にかげ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三）
ての頃にすでに芽はえていたようであるが，昭和初期，当時の愛知県議会副議

長であ った奥村鉄三氏によっ て提唱された計画，すなわちｒ木曽川上流の籔原

にダムを構築し，犬山から既設の木津用水を利用して導水し，東尾張の台地を
　　　　　　　　　　　　２）
かんがいしようとする計画」は，現在の愛知用水ときわめて類似している。し

かし，用水建設の具体的な動向は，昭和１９年 ・２２年の干ぱつによって作付不能

にともなう被害が甚大であ ったことを背景に，昭和２３年７月 ，知多郡の農民が

中心とな って運動方針を決定したことにはじまる 。昭和２３年１０月ユ目 ，ｒ愛知

用水開発期成会」が結成され，この席上で参考資料として配布されたｒ愛知用

水概要」では，用水建設による水田，畑地の受益面積は計３８，２００町歩とされ
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　３）

工業用水については，ｒ工業用水 ・水道用水 ・防火用水 ・衛生用水の供給増」

（傍点一杉野）とのみ記されているだけである。これをみてもわかるように，愛

知用水建設の主目的は農業用水であ った。そして，その建設促進のエネ ノレ ギー

は全国的食料不足を背景に，水不足に悩む地元農民の対政府批判であ った。同

年１１月のｒ愛知用水期成促進大会」で採択されたｒ宣言」はそのことをきわめ

て明確に示している 。

　　「血のにじむ供出の完納，高額過大の納税 ／尚且つ食糧増産の完遂等我々農民に課

　せられた政府および杜会の要求に対し実直に応えてきた。然るにこの努力に対し何を

　以 って酬いられたか。否，寧ろ農民は益々その地位を奪われんとし夙くも農村恐慌に

　襲われつつあり ，更に我々が幾度か是正改正を強調したにも拘らず依然とＬて納得の

　出来たい供出制度の強化や過重納税等，幾多の不合理は刻一刻と農家経済を窮迫化し

　つつあり ，然れども吾等農民は決して食糧増産の義務と供出の履行を放棄するもので

　はたいが，再生産の出来る方途を強く要請するものである 。

　　　　　　　　　　　かんぱつ
　　就中本郡は毎年毎年早魎こ悩まされ，莫大な労費と資材が費され経済的にも肉体的

　に．も忍ひ難き実状にあり ，この秋吾等農民の多年の宿願である木曽川用水疎水事業の

　声起，幸い各方面の熱と努力に依り愛知用水期成会の発足を見ると聞く 。吾等農民の

　喜び何をもっ てこれに応えんか。ねがわくぱ吾等を早魅の窮地から救い農業再生産の

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５７２）



　　　　　　　　　中京工業地帯における工業用水問題（皿）（杉野）　　　　　　　　　１７

　原動力たらしめよ 。ここに於いて我々は一致団結，本事業完遂の為熱と意気を以 って

　一切の障碍を打破し身命を堵して猪進することを誓う 。

　　右敢えて宣言する 。

　　　　　　　　　　　　４）
　　　　　昭和２３年１１月１日」

　木曽川総合開発バソフレット第１巻として，知多郡農村同志会が昭和２４年１２

月に刊行した『愛知用水の趣旨と理想』では，「愛知用水の発願」が「知多郡

へ水を持って来たい」，　「知多郡の百姓が水に苦労しなくてもよいようにした
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
い」というものであ ったことを冒頭に記している。だが，このさい重要視して

おかねぱならないことは，「愛知用水と民主主義」と記した次の一文である 。

　　ｒ凡そ杜会公共を念とする者としては，常に民衆の立場を尊重した立場から物事を

　考えたけれぱならたい筈である 。…… 愛知用水の発起者達は，この用水を真に民衆の

　ものとして ，民衆の自覚による民主的な力によっ て実現したいと希望している 。・

　この用水の実現が凡ゆる意味において民衆の民主主義の成長に役立ち得るよう ，至深
　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
　の関心を払っていきたいと念願している 。」

　この一文をみてもわかるように，愛知用水の建設は，　ｒ地方分権と民衆の自

　　　　　　　　　　７）
主的協力を基盤とした」といわれるＴ．Ｖ ．Ａを模傲しながらも ，農民の要求を

基礎とＬ，民主主義をその精神とするものであ った 。

　もっとも ，工業用水についての考慮が全くなかったわけではない 。

　　　「農村は従来，単なる原料生産に甘んじ，その加工方面については主として都市の

　商工業老に依存していたのであるが，今後この用水によっ て加工用水を充分に与えら

　れるならぱ，農産物加工方面においても新生面を開拓し ，金銭収入の増加を計ると同

　時に今後増加Ｌていく人口を支えるための新らしい仕事 口を作り出していくであろう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
　即ちこの用水の実現により ，発起人者は農村工業の発達を期待するものである 。」

　この文早は都市工業よりもむしろ農村工業の振興発展という観点に立脚した

ものであり ，そのかぎりにおいて，のちにみられるように愛知用水を名古屋臨

海工業地帯にまわすという発想は全くみられたいのである。これを発想の歴史

的制約とみなすことは，一定の妥当性をもつにしても ，基本的には愛知用水建

設が農民の要求によるものであり ，したが って大観模な工業用水としての利用

は， その物質的利害関係からみて，考慮する余地はなか ったとするのが自然で

あろう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５７３）



１８　　　　　　　　立命館経済学（第３１巻 ・第５ ・６合併号）

　すでに述べておいたところであるが，昭和２５年の５月には国土総合開発法が

制定され，特定開発地域の一つとしてｒ木曽川地域」が２６年１２月に指定される 。

ところで，この「木曽川地域」開発の主導目標は，電源開発と農業開発であり ，

国土保全 ・林業開発 ・名古屋四目市（関連施設）の開発を，副次目標とするも

のであ った。この副次目標のｒ名古屋四目市（関連施設）」というのは，工業立

地条件の整備を内容とするものであり ，　「これに伴 って，必要な工業用水の確
　　　　　　９）
保につとめる 。」というものであ った。明文化されていないものの，工業用水

の確保という点では，この愛知用水の利用という点もおそらく考慮されたとみ

ておいてよいであろう 。

　このような趣意は，昭和２５年１１月２８日に，愛知県議会に出された愛知用水期

成同盟の「請願書」のたかにも散見できる 。

　　「　東南尾張　帯及西三河の一部は地勢の関係上不幸にして上記河川（木曽川 ，

　矢作川 ，豊川一杉野）の流域から外れ，往昔以来農業用水の不足に悩まされたるは勿

　論，工業用水にも甚だしく不自由を感じているのであります。……（愛知用水の一

　杉野）幹線の延長は百廿粁にわたりその間農業用水として三万八千町歩を灌激し，約

　五十万石の米麦並に約二千貫の甘藷を増産する外，各種の果樹園芸作物及畜産の発達

　に資し，尚沿線都市農村の飲料用水，エ業用水，防火用水，衛生用水及漁業用水等に
　　　　　　　　　　　ユ０）
　利用せんとするもの…… 」

　この文章の中には，主要な計画目標ではないにしても ，総合的開発の一環と

して工業用水確保がいわれているのである 。

　昭和２５年１２月１目には，愛知県議会において「愛知用水開発建議案」が満場

一致で可決され，これを契機に愛知県も愛知用水事業を強力に推進することに
　　１１）

なっ た。 こうして，愛知用水実現への動きが次剃こ高まるにつれて，現実的に

は大きた難関に直面することにな った。その一つは昭和３３年６月まで続いた長

野県王滝村，三岳村の二子持タム建設反対運動であ った。これは，いわゆる

「水」をめくる上流と下流の争いでもあ ったが，この調整問題である。他の１

つは，愛知用水の建設資金の問題であ った。　 この建設資金の状況といえば ，

ｒ昭和２６年度の食料増産対策費は総額１４０億円にすぎないので，概算５５億円

（昭和２４年２月 ，京都農地事務局作製資料）に達する愛知用水事業を国営新観事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５７４）



　　　　　　　　　中京工業地帯におげる工業用水問題（１）（杉野）　　　　　　　　　１９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
として採択することは，国家にとって，財政的見地から至難」といわれるよう

たきびしい事情にあ ったのである 。

　この資金上の問題は，やがて世界銀行からの借款と余剰農産物の見返資金と

によって調達されることになるのであるが，ここでは財政上の困難が具体的に

どのようなものであ ったかということだけを指摘するにとどめたい 。

　さて，昭和２７年にたると ，さきの特定開発地域の指定とも関連しなカミら，愛

知用水計画も次第に実現化の方向にむかって動きはじめるが，それと同時に

「工業用水」という側面もたえずつきまとうようにな ってくる 。

　昭和２７年６月５日に，第２回目のｒ愛知用水期成促進大会」カミひらかれる 。

その大会で，鈴置理樹雄県会議員は「愛知用水は農業を主体としておりますが ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
工業用水としても大きな収益があります。」と云い，また同年６月２１日に開か

れたｒ愛知用水座談会」の席上においても，農林省木曽川水系総合農業水利調

査事務所長であ った千葉進氏が，　「愛知郡は井戸水も困 って居り ，工業用水に

は尚困 っているので，この計画では工業用水をとると云うので，工業用水の年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
問総量は大体四千五百万トンを見込んでおります。」と述へている 。

　このように，愛知用水を工業用水としても利用する動きが次第に出て来る

が， この千葉所長の発言にみられるように，愛知用水から工業用水として年問

４， ５００万トソを取水するということは，農村工業用水としては量的にみて余り

に大きく ，少くとも都市の工業用水としての利用が，この期において考えはじ

められてきたと判断せざるをえない。もっとも千葉氏の発言の中では，ｒ名古

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
屋の工業用水はもう少し検討させて戴きたいと云うことにな って居ります 。」

とな っていて，これを発言どうりに解せばその具体的な検討はまだ先のことと

なっ ている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ６）
　だが，問題は当時において約５０億円と推定されていた建設資金の調達であ っ

た。 そして愛知県の財政力ではいかんともしがたいという理由から，外資導入

が考えられるに至るのである 。昭和２５年５月，当時の愛知用水期成同盟会長で

あっ た森信蔵氏（半田市長）は渡米し，世界銀行総裁Ｅ ．Ｒ ．ブラ ック氏や副

総裁Ｒ ．Ｌ ．ガーナ氏に愛知用水計画の英文パソフレットを手渡して説明し ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７５）



２０　　　　　　　　　　立命館経済学（第３１巻 ・第５ ・６合併号）

　　　　　　　　　　　１７）
その協カを依頼している 。

　また，昭和２７年のｒ愛知用水座談会」では，建設資金を２００億円ないし３００億

円と見込みながら，農地局計画部長和田栄太郎氏は，外資導入について次のよ

うに述べている 。

　　「（農地）局長は非常に力を入れてアメリカ大使館の方にもお願いしております。既

　に向うの係官は非常に熱心でありまして ，農業へのアメリカ資金の導入措置の端緒を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ８）
　開くと云う意味で愛知用水に資金を入れたいと云うことであります。」

　こうして愛知用水の建設資金を調達するため，急速に世界銀行への接近がは

かられる。昭和２９年７月に愛知用水期成同盟会から出された「愛知用水はやわ

かり」というバンフレットでは，資金調達の内容が次のように書かれている 、

　まず事業内容については，都市工業用水の供給がかたりの比重をしめるよう

に変化してきている 。

　　ｒ愛知用水の泰業は，木曽川の水を ，岐阜県可児郡の一部と ，本県の尾張東部並に

　西三河の一部及び知多半島全域の広大な地域の農業用水に利用するとともに，半田市

　外１７ケ町村の３２０，０００人に対する飲料水の供給，名古屋市臨海工業地帯及び刈谷，半

　田市周辺の工業の発達に必要な工業用水の供給を目的とする所謂総合開発的な大事業
　　　　　１９）
　であります。」

　愛知用水との関連では，名古屋市臨海工業地帯という名前が，はじめてここ

にあらわれることに注意しておきたい。そしてもう一つ注意すべき点は，次に

みるように，資金調達はそのほとんどがアメリカよりの借入金とな っているこ

とである 。

　　ｒ…… 愛知用水の仕事は，…… いろいろの費用を加えますと総額３０８億円という巨

　額の資金を必要とします。さらに愛知用水の仕事は経済速度ということを考えていま

　す。今迄のように工事が長い問かか っていては，仕事の効果もあがりませんし，金利

　もたくさんかかるので，愛知用水の計画は５ヶ年問でや ってしまう方針であります 。

　そうすると ，１年平均６０億円の費用がかかることになります。このように多額の費用

　がかかりますので，今の国家財政の状況では，到底これだげの金を一時にまかたい切

　れませんので ，外国から資金をかりて ，事業を進める計画にな っています。外国から

　借りる資金は，世界銀行から借りる予定のものが５０億円，米国の余剰農産物長期借款

　に伴う見返資金によるものが２５８億円にな っています。このかりた金は工事が終 って

　から２０年で償還することにな っています。農家の皆様がこのために負担して頂く費用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５７６）



　　　　　　　　　中京工業地帯におげる工業用水問題（Ｉ）（杉野）　　　　　　　　　２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
　は１ケ年１戸当り約７，ＯＯＯ円位にたる予定です。」

　こうして ，国際復興開発銀行（Ｉｎｔｅｍａｔｉｏｎａ１Ｂａｎｋ　ｆ０ｆ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ

Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ）からの資金導入折衝がはじめられるが，同時にこの世界銀行によ

る現地調査も次第に活発化してくる。すなわち，昭和２７年１１月６目に，世界銀

行のデ ・ピルデ（ｄｅ．Ｖｉ１ｄｅ）およびギノレマーチソ（Ｇｉ１ｍａｒｔｉｎ）の両氏カミはじめ

て現地調査を行い，翌２８年５月１６日には，米国大使館経済参事館ウェ アリソグ

（Ｆｒａｎｋ　Ａ　Ｗａｒ．ｎｇ）氏が関西電カ丸山タムエ事現場で ，愛知用水計画の説明を

きいている。ところで注目すべきことは，このウェ ァリソグ氏に対して，名古

屋商工会議所が提出した要望書である。この要望書の中には次のような文章が

ある 。

　　ｒ本計画（愛知用水計画）はどちらかといえぽ，農業用水に重点カ遣かれている観

　カミあるが，その骨子とするところのものは，ひとり農業用水の開発にあるのではなく ，

　工業用水 ・上水道用水として広く産業全般に好影響を及ぼし，総合的な経済開発をね

　らっ たものであり ，その意味において ，当地産業界が本計画に期待するところのもの

　は，農業開発と同時に，土棄角永あ祉給による土業開発に最も大きな望みを有手 るも

　　　　　　２１）　あ七あら……」（傍点杉野）

　この要望書の内容からみて，昭和２８年段階では，当地産業界が愛知用水を工

業用水として利用することへ焦点を移しつつあることがわかる。しかしながら ，

愛知用水を工業用水として利用することについてはそれほど単純な問題ではな

かっ た。 というのも ，工業用水としての愛知用水の単価が１立方米あたり６ ．５

円にもなることは，当時，主として地下水に依存していた名古屋の産業界とし

ては，これが高価であるということを理由に，愛知用水を工業用水として利用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
することには，さほど積極的意欲をみせなか ったからである 。

　しかしながら，根本的な問題は「工業用水の企業主体の未決定が世銀借款成
　　　２３）
立の障害」であ ったということは事実であ って，それは「借款返済の確実性を

期している世銀にとってみれは，農民よりも大企業からの保証を得たか った」

　　　　　　　　　　　２４）
というのが本音であ った。かくして，この工業用水の価格決定が，企業主体の

決定，ひいては世銀借款とつ汰が っていく問題の焦点とな っていくのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５７７）



２２　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３１巻 ・第５ ・６合併号）

　たお，工業用水としての愛知用水利用の点については，次のようた質疑応答

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）
が東海経済懇話会（昭和２９年６月８目）の席上でかわされている 。

　横井亀吉氏（名古屋市助役）ｒ伊勢湾臨海工業地帯 ・名古屋市南部工業地帯の

開発や発展のために，工業用水として必要であり ，市としても関心をもたざる

を得ない間題と考えます 。」

　石井健一郎氏「当地方に大工場のできないのは，電力と水の問題によるもの

であり ，工業用水を多量に使用できることを期待しております。工業用水は名

古屋市の水道よりも安いことが前提条件になりますが 。」

　千葉進氏（農林省木曽川水系総合農業水利調査事務所長）ｒ１立方米２０円見当であ

ります 。」

　横井氏ｒ現在の名古屋市の水道料は１０虹８０円（上水道用水の価格）見当であ

る。」

　松尾信資（愛知県企画室長）氏ｒ工業用水の単価の高くなる理由は，農業用水

には６０％の国庫補助があるが，工業用水にはそれがないからである。工業用水

についても ，農業用水と同様何等かの措置が講畦られるよう ，財界からのご援

助を願います 。」

　こうした会話からみると，愛知用水による工業用水の利用は，その高単価が

難点とな っていたことがわかる。ところで，工業用水の単価引き下げのための

国庫補助や財界からの援助がその後どうな ったのかという肝心な点は，のちに

みることにして，愛知用水計画の進行状況について，とりわげ工業用水の問題

についてみていくことにしよう 。

　さて，世界銀行は愛知用水事業にたいして視察や検討をつつけていく 。昭和

２９年７月３０日には世界銀行農業調査団の団長トーノレ（Ｒｕｓｓｅ１Ｈ　Ｄｏｒｒ）氏に対

し， 東海経済懇話会は，愛知用水事業むげの世界銀行借款成立に協力して欲し
　　　　　　　　　２６）
い旨の要望書を提出し，８月３０日 ，ユグバート ・デフリース（Ｅｇｂｅｒｔ．Ｄｅ　Ｖｒｉｅｓ）

を後任団長とする世界銀行調査剛こ対して農林省農地局は，「愛知用水事業計

画概要」（１９５４年６月）を手渡している 。このｒ概要」の中では，ｒ事業主体と

しては愛知用水事業公杜を設立し，同公杜をして実施せしめる。公杜はその事

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５７８）



　　　　　　　　　中京工業地帯における工業用水問題（皿）（杉野）　　　　　　　　　２３

業資金を，国際開発銀行融資及び米国の余剰農産物長期借款に伴う見返資金に

期待し，愛知用水事業の建設工事を施行する。事業完成後は受益者より負担金
　　　　　　　　　　　　２７）
を徴収して債務を償還する 。」ということが記されている 。

　さらに，このｒ概要」では，愛知用水の総補給水量２０８，３４３千虹のうち，都

市用水は４５，ＯＯＯ千耐（工業用水２８，ＯＯＯ千ｍ・ ，上水道用水１７，ＯＯＯｍ・）で，他は農業用
　　　　　　　　　　　　　２８）
水（１６３，３４３千ｍ・）とな っている 。さらにこの工業用水は２８，ＯＯＯ千出はユ目単位

に換算され，名古屋市に６．４万肘／目 ，半田市に２．１万肘／目 ，刈谷市にユ．９万肘／

　　　　　　　　　　　　　２９）
日という配分内訳とな っている 。

　たしかに用水利用量としては農業用水が全体の８割近くを占め，愛知用水が

農業用水を中心としているという点は変りがたいが，旧来工業用水が農村工業

用水と考えられていた点は全く消失してしまっ ている 。また資金計画は，余剰

農産物見返資金２５７億５千万円，世界銀行借款（輸入を要する機械，材料の資金）

５０億６千万円，あわせて３０８億１千万円となるが，いずれも金利年５分，２０年

　　　　　　　　　　　　　　　　　３０）
均等年賦償還という条件にな っている 。

　ところで注意しておかねぱならないのは，世界銀行からの借款は，世界銀行

出資国による，いわぼ国際協力的な形態での資本を輸入するということであり ，

しかも ，このｒ資本輸入」には商品輸入という条件が附されているということ

である 。

　その商品輸入内容および年次の内訳は次の表のようにな っている（第１表参照）。

　ちなみに，１９５４年６月に出された農林省農地局のｒ愛知用水事業計画概要』

では，工業用水料金についてふれられていないが，僅か４ケ月後の１０月に農林

　　　　　第１表国際復興開発銀行よりの愛知用水建設輸入資金内容
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ：１ ，０００弗）

　種 　目１金額１第・年目１第・年目第・年目１第・年目１第・年目

機　　　械　　　費

機械据付及び指導費

油　　　類　　　費

計

９． ３５３　　　　　９ ．３５３

　９３８　　　　　　　２１８　　　　　　　４３２　　　　　　　１４４

３． ７６４　　　　　　　１３８　　　　　１ ．１５１　　　　　１ ，０８５

１４４

９４２ ４４８

１・，…１・，…ｌ　ｌ，…１・，…１・，…１…
備考　Ｃ

．Ｉ

．Ｆ価格である 。

出所 ：ｒ愛知用水史』，資料編，９２ぺ 一ジ 。

（５７９）



２４　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３１巻 ・第５ ・６合併号）

省から出された同名のｒ計画概要』では料金や水道の管理運営について一定の

具体化がなされているので，それを記しておこう 。

　まず，「水道専用施設については，　　水道事業体（県又は市町村）が，事業

局より資金を借入れて，建設事業を実施すると共に，事業完了後の施設の運営
　　　　　　３１）
管理を担当する 。」とあり ，この点では，愛知用水事業団と工業用水事業体と

の関連方向が明記されている 。

　また，工業用水の使用料金については，きわめて安く設定されており ，これ

を同じ水源とする上水道との比較でみると，上水道１虹あたり２３円に対し，工
　　　　　　　　　　　　　　３２）
業用水は僅か６円５０銭でしかない。しかも ，この両者について用水使用量と維

持管理費とを対比してみると，上水道（有収配水量）１血あたり７円５０銭にたい

　　　　　　　　　　　　　　　３３）
し， 工業用水はた ったの１円である 。

　つまり ，この維持管理費は，上水道のばあいｒ上水道統計による有収配水量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４）
ユ血当りの平均維持管理費７円２８銭にアロアソスを見込んだ。」のにたいし ，

「工業用水は現在工事中の川崎市及ぴ計画中の尼崎市の有収配水量１血当り維
　　　　　　　　　　　　　　　　３５）
持管理費６０銭及び９７銭を参考とした。」というのである 。

　もはや多くを説明する必要はあるまい。ここでは工業用水の維持管理費が上

水道にたいしてきわめて安く見積られているということ，それを理由に，ある

いはそれに対応するかたちで，工業用水の料金を異常に低廉にしているのであ

る。 しかも，京浜や阪神でも同じことが云えるとすれは，これは中思工業地帯

におげる特殊事例としてではたく ，むしろ目本資本主義の体制的な事実として ，

すなわち独占資本に対する工業用水の供給にさいして，いかに制度的に低料金

政策がとられているかということが，全くもって明白になるのである。しかも ，

この工業用水の低料金はｒ近年新設された上水道料金を参考として地元市町村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６）
及び愛知県と合議の上……決定したのである 。」といわれている。とすれば ，

このｒ概要』を作製した農林省は，これらの地方公共団体のどのような行政機

構と合議したのかということ，それと同時に地域住民の意見が民主的なかたち

で， どこまで反映されているかが間われるべき問題点であろう 。い ってみ汕ま

地方公共団体の政治姿勢，つまり独占資本の利益擁護という立場をとるのか ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８０）



　　　　　　　　　中京工業地帯におげる工業用水問題（１）（杉野）　　　　　　　　　２５

勤労市民を中心とした地域住民本位の立場をとるのかという問題であろう 。

　また昭和２９年１１月１２目には，世界銀行の工業部門調査団として，リブ コウィ

ツ（Ｓａｍｅ１Ｌｉｐｋｏｗｉｔ・）およびバーゲノレ（Ａ１ｆ　Ｂｅｒｇｅ１）の両氏が名古屋に来た折に
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７）
工業用水の市場調査による所要量を資料として求めている 。

　この工業部門調査団に対して，愛知県は「愛知県用水受益地区内におげる工

業用水の現状およひ将来計画」を提出して説明し，工業用水の所要量について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８）
はｒ木曽特定地域工場実態調査」より資料を作って提出している。こうした経

緯からみても ，世界銀行が，工業用水としての利用にきわめて強い関心をもっ

ていることがわかる 。

　いまここで，愛知県が作製した「愛知県用水受益地区内における工業用水の

現状および将来計画」（昭和２９年９月）の要点をみておこう 。

　まず，昭和２８年の工業用水の使用状況は次のようにな っている 。

第２表昭和２８年工業用水使用状況

　　　　　　　使　　　用　　　水　　　量　　　　　　　　　現在
工場数 水道１地下水票川葉海水１計不足水量 要量

千ｍ３／年　　千ｍ３／年　　千ｍ３／年　　千ｍ３／年　　千ｍ３／年　　千ｍ３／年　　千ｍ３／年

名古屋市

瀬戸市
半　田　市

春目井市

愛知郡
東春日井郡

丹羽郡

知多郡
計

８０５　　　　９ ．９２２　　　３４ ．８４９　　　　　　　１６

７５　　　　　　　２４　　　　　　　４２　　　　　　２９４

４９　　　　　　８２　　　　２．５０３　　　　　　　２

　６　　　　　　８７６　　　　９ ．９８２

　８　　　　０　　　１７１

３３　　　　　　　　　　　　　ユ ，８６０　　　　　　２１５

４７　　１３　ユ，０３３　１０．６０６

１５８　　　　　　１２　　　　４．５１４　　　　２ ，３４２

　　　５１ ．５５５　　　　　１　３４６　　　　５２ ．９０１

６， ７６８　　千ｍ３／日　　ギ伽３／日　　干ｍ３／日

　　　　（１７２）　　（４）　（！７６）

　　　　３６０　　　　－　　　　３６０
　　　　（１）　　　（一）　　　（１）

　　　　２．７４９　　　　　　　　４　　　　　２ ．７５３
１６２

　（９）　（Ｏ）　（９）

　　　１０，８５８　　　　　　　－　　　　１０，８５８

　　　　（３６）　　（一）　　（３６）

　　　　１７１　　　　　０　　　　ユ７１
　　　　（一）　　（Ｏ）　　（一）

　　　　２．０７５　　　　　　　２０　　　　　２ ，０９５

　　　　（７）　　（Ｏ）　　（７）

　　　１１．６５２　　３２０　１１ ，９７２

　　　　（３９）　　（１）　　（４０）

　　　　６．８６８　　３．２９５　１０，１６３

　　　　（２３）　　（１１）　　（３４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８６．２８８　　　　４ ．９８５　　　　９１ ．２７３
１・

１８１１０・９２９５４．９５４１３ ・４７５ 　６・９３０ 　（２８８）　（１６）　（３０４）

註１本表は「木曽地域工場実態調査」（昭和２８年１０月３ユ日現在従業員３０人以上を有する工場の実態調査）による 。

　２　不足水量とは現在施設をフルに稼動した場合の不足水量である 。

　３　名古屋市には火力発電ガス事業を含まない 。

　４　（）内は１目使用量を示す。　　　　　　　　出所 ：「愛知用水史』，資料編，３５４－３５５ぺ一ジ
。

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８１）



２６　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３！巻 ・第５ ・６合併号）

　この第２表からわかることは，中凧工業地帯におげる工業用水としては，地

下水利用の割合が最も大きいということである。いわば，この地方ではそれだ

け安い地下水が豊富にあ ったことを示している。愛知県では次のように述べて

いる 。

　　「年間多量の工業用水を使用する市郡は，名古屋市，春目井市，丹羽郡，知多郡で

　あ って ，この内名古屋市の使用量の６０％は南区，港区の使用量であり ，春日井市，丹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９）
　羽郡の使用量は大部分がＯ製紙，丁紡績の使用量である 。」

　この文早中にあるｒＯ製紙，丁紡績」が王子製紙春目井工場，東洋紡績犬山

工場であることは明らかだが，この２つの工場は「夫 々庄内川，木曽川の伏流

水を取り入れており ，水源は十分余裕をもっ ているので愛知用水計画からは除
　　　　　　　４０）
外することとする 。」と愛知県はしている 。

　したが って，愛知県としては「本計画に於いては次の２市１郡を対象として

工業用水計画を樹立するものとする。名古屋市，刈谷市，知多郡（半田市を含

む） ，而して計画樹立に当 っては既存工場の拡張計画に伴う需要量の増加と新

しく造成される臨海工業地帯を主とする所謂
‘‘

計画工業地帯
’’

に於ける新観需
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１）
要量の発生に伴う増加とに分げて立案することとする 。」としている 。

　ところで，愛知用水事業に関連する地域において，今後１０年以内の工場拡張

およぴ計画工業地帯１０カ年計画にともなう工業用水の増加需要量およぴ工業用

水供給計画は次のようにな っている 。

　　　　　　　　第３表　工場拡張計画に対する工業用水供給計画

水源別供給量需要量
愛知用水 １春水婁 １地下水 １海水 １計

干ｍ３／日 千ｍ３／日 千ｍ３／日 干ｍ２／日 千ｍ３／日 干ｍ３／日

名　古　屋　市
１０１ ４７ １４ １０ ３０ １０１

知多郡（半田市を含む） １９ １５

ｉ
２ ２ １９

計　　１ １・・１ ・・１ １・１ １・１ ・・１ １２０

出所 ：ｒ愛知用水史』，資料編，３５６ぺ一ジ 。

　ところで，中夙工業地帯におげる各地域毎の用水供給計画もあわせてふれら

れているので，やや面倒であるが引用しておこう 。

　　「ｉ）荒子川臨海工業地帯

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５８２）



　中京工業地帯におげる工業用水問題（１）（杉野）

第４表　計画工業地帯１０カ年計画水源別供給計画

２７

水源別供給量
市郡名 地　帯　名

１目当り

要量 愛知
水

大治
水場

地下水 海水　　計

名古屋市

荒子川断海工業地帯
古屋南部臨海工業地帯

　上　後　背　地

十ｍ３／日１０４　１７　！１ 千ｍ３／日　一　１７　８ 千ｍ３／日　７３　一　一 千ｍ３／日　３１　－　３ 千ｍ３／目　一　ｉ　一

１０４１７１１

計 ！３２ ２５ ７３ ３４

一
１３２

刈　谷　市 刈谷工業地域
１９ １３

‘
６

ｉ
１９

知　多　郡
半田市を含む） 衣ケ浦臨海工業地帯 ３ ２

一 一
１ ３

合　　計
１５４ ４０ ７３ ４０ １ １５４

出所 ：ｒ愛知用水吏』，資料編，３５８ぺ 一ジ 。

　この地帯は荒子川の運河化に伴う新設の工業地帯であるため従来地下水は殆んど汲

上げておらないから将来の工業用水の水源としては相当量が地下水に依存できるので

全体の３０％（３１千ｍ３／目）を地下水に依存し ，残り７０％についてはこの地帯が現在拡

張中の名古屋大治浄水場の配水区域にあたるので，その計画にしたが って７３千ｍ３／目

の供給をうげることにする 。

　ｉｉ）名古屋南部臨海工業地帯

　この地帯は海面埋立による造成敷地であるから ，地盤沈下の恐れがあるので地下水

汲上げは極力抑制せねぱならない。従 って１７千ｍ３／目の全量を愛知用水から供給する

こととする 。

　ｉｉｉ）名古屋南部臨海工業地帯後背地

　この地域は天白川下流域であ って ，従来地下水は殆んど汲上げられて居らないので ，

需要量の３０％（３千ｍ３／日）を地下水に依存し ，残り７０％（８千ｍ３／日）を愛知用水

から供給することとする 。

　ｉＶ）刈谷工業地域

　この地帯は境川流域で伏流水が比較的農富であるが，大部分が水質極めて悪く ，ご

く一部分良質地下水を得られる地域があるので，地下水依存率を全需要水量の３０％

（６千ｍ３／日）とし ，残り７０％（１３千ｍ３／目）を愛知用水に依存させることとする 。

　Ｖ）衣ケ浦臨海工業地帯

　この地帯は半田市海面埋立による造成敷地であるので，地下水に依存する事を抑制

せねばならない。従 って海水使用１千ｍ３／目（本地域における工場誘致計画による海
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４２）
水使用率４５％）の他はすべてこれを愛知用水に依存させることとする 。」

以上を取りまとめたものが，次の第５表である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５８３）
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第５表市郡別工業用水の水源別供給計画

愛知用水 大　治
水場 地下水 海　水 計

名古屋市

既存工場拡張計画

画工業地帯

千ｍ３／目　４７　２５ 千ｍ３／日　１４　７３ 干ｍ３／日　１０　３４ 千ｍ３／日　３０　一 干ｍ３／日１０１１３２

計 ７２ ８７ ４４ ３０ ２３３

刈　谷　市 計画工業地帯
１３

一
６

一
１９

知　多　郡

既存工場拡張計画

画工業地帯

１５２

一一
２一 ２１ １９３

計　　　　　１７ 一
２ ３ ２２

合　 計　　　１… ８７ ５２ ３３ ２７４

愛知用水から供給すべき年間工業用水量
　　　１０２千ｍ３×３００＝３０，６００千ｍ３／年

出所 ：『愛知用水吏」，資料編，３５９ぺ一ジ 。

なお，本表は，第３表と第４表の数字をあわせたものである 。

　この表からみてもわかるように，名古屋市およびその周辺地域，いわゆる愛

知用水関連地域においては，昭和２９年以降１０年問に増加する工業用水の需要に

対応して，その供給量を２７４千肘１日と計画し，このうちの約４割である１０２千

血／目 ，すたわち年間におよそ３０，６００千血（１０２千ｍ・×３０００）を愛知用水から確

保しようという計画内容であ った。この数字はさきの１０．４万血／日という数字

にほぽ照応するものである。もっとも ，この供給計画では地域間隔差がある 。

すなわち，名古屋市では工場拡大にともたう工業用水供給量が４７千血／目，お

たじく名古屋市南部臨海工業地帯およぴその後背地への供給量は合わせて２５千

が／目とな っており ，これを合計すると名古屋市域では７２千耐／目となる。これ

は工業用水としての愛知用水総利用量の７割以上にも達している。この数字は

さきの１０．４万血／目の利用内訳とは若干の変化があり ，名古屋市域の供給は６４

千血／目から７２千血／目へと増加し，逆にその他の半田市（知多郡）と刈谷市は

それぞれ２１千肘／目と１９千命／目から１７千虹／目と１３千血１目へと減少している 。

すなわち，これまで主として知多郡たどの農村工業用水として考えられていた

ものが否定ないし忘却され，それに替って地域的にみても都市部の工業用水へ

の利用方向がい っそう強く打ち出されてきているのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８４）
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　さて，愛知用水を工業用水として利用するにさいして，もっとも懸案とな っ

ていた用水単価について考察しておこう 。

　工業用水の単位については，将来計画として次のように愛知県は考えている 。

　　「工業用水給水単価

　　愛知用水よりの工業用水の給水単価（コスト）は ，１ｍ３ 当り９円２５銭であるが，此

　の単価は現在名古屋市上水道の工業用水基本料金が９円，超過料金が１１円 ，平均水道

　料金が９円６５銭であ ってこれと比較して大差なく ，新設水道の単価とＬては妥当なも

　のと考えられる。又地下水の単価は既設のもので１ｍ３ 当り３～４円であるが，新設の

　場合は相当高価となり ，加うるに前述の如く地下水位の低下，地盤沈下等の為最少限

　度にその汲上は抑制せねぽならないので，工業用水として ，愛知用水から取水するこ
　　　　　　　　　　　４３）
　とは，是非共必要である 。」

　以上のことから，愛知県が作製した工業用水としての利用計画では，農村工

業用水利用から，都市工業用水利用へと変化してきたこと ，そして用水価格も ，

かつて千葉進氏が述べた「２０円見当」よりも半額にな っていることに注目して

おかねぱならない。もっとも ，横井亀吉氏が述べた「８円見当」よりもやや高

くな っていることもあわせて付記しておきたい。なおまた，ここでは地下水の

利用とかかわ って，地下水位の低下，地盤沈下のことがいわれているので念の

　　　　　　　第６表　井戸の本数と日当たり揚水量（名古屋市南部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ：ｍ３）

当該年度増加分 累　　　計

本数 日揚水量 本数 日揚水量

昭和２０年以前 Ｏ Ｏ １０ ８， ９４０

２１ １ １， ２００ １１ １０ ，１４０

２２ １ ９６０ １２ １１ ，１００

２３ １ ８０ １３ １１ ，１８０

２４ Ｏ Ｏ １３ １１ ，１８０

２５ ５ ６， １００ １８ １７，２８０

２６ ８ ７， ３５１ ２６ ２４ ，６３１

２７ ７
４， ６８８ ３３ ２９ ，３１９

２８ ２ ２， ０８２ ３５ ３１ ，４０１

２９ １０ １１ ，５４６ ４５ ４２，９４７

３０ ７ １０ ，０５６ ５２ ５３ ，００３

３１ １８ ３３ ，９７７ ７０ ８６ ，９８０

３２ ７ １１ ，２２４ ７７ ９８ ，２０４

出所 ：ｒ愛知用水史』，７ユページ 。

（５８５）
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ために，この当時までの名古屋市南部工業地帯における地下水の工業用水とし

ての利用状況をみておきたい 。

　第６表をみると ，昭和２５年から年々井戸数も目揚水量も増加してきているが ，

その結果，次のような問題を惹起せしめた 。

　　「工場におげる工業生産が拡大されるにしたがい ，工業用水の需要も急激に上昇し ，

　井戸の乱掘が生じ，井戸相互間の干渉がはなはだしくた った。このため，井戸の水位は

　しだいに低下し，２９年には地表下３０ｍにあ った水位が，３１年には５０ｍ前後までに達し ，

　すでにボアーホーノレポソプ（水中モーターポソプ）の経済揚程を越える状態に達した 。

　　 このため ，２９年以前に設置されたボアーホーノレポソプは使用不能となり ，揚水管の

　延長，地中ポソプヘの切替え ，あるいは井戸の増掘など，各工場は必要水量の確保に

　懸命の努力を払わなげれぱならないようにな った。しかし，このような努力にもかか

　わらず，水位低下のため所要の水量が得られず，廃井とたるものが多くなり ，この地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４）
　方の用水状態は非常に憂慮すへき事態にたち至 った。」

　このように地下水を工業用水として利用することが限界状況にた った名古屋

南部地域では，同時にまた地域住民の目常的な地下水の利用も困難にな ってき

たことを想起させる。また，地下水を工業用水として利用するさいにも ，資本

力の小さい中小企業では，それが相対的に困難とな っている 。このようなｒ地

下水利用」の階級性と階層性をわれわれは見失ってはいけない 。

　さて，本題にもどろう 。

　昭和３０年１月７目 ，世界銀行副総裁ガーナー（Ｒｏｂｅｒｔ　Ｌ．Ｇａｍｅｒ）氏が駐米目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ママ）
本大使（井口氏）に手交したｒ日本農業の現況と見透し」の中には，愛知用水

に関してかなり立ち入 った見解が述べられている。割合に簡潔だから，全文を

引用しておこう 。

　　　ｒ愛知用水事業

　○　愛知用水の主な目的は名古屋市東都に位する約３３，５００ヘクターノレの水田 ，畑地の

　灌濫を改良し，拡充することである 。同計画は特に１１，０００ヘクターノレの畑地に灌混し

　ようとするものであるが，これは目本では全く新しい試みであるのでこの計画は大い

　に注目を浴びるであろう 。何となれぱこれによる受益度は大きく ，又デモソストレー

　シ ヨソ的な価値があるからである 。木曽川の支流である王滝川に高さ９０米 ，長さ２４４

　米のロックフィノレ式ダムを建設し ，９，７００万立方米の貯水池を作り ，灌湛目的の河川

　流量を補充すると共に，又冬期には１４の既設発電所の利用する水量を補充する予定で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５８６）
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　ある。ダムサイトには小発電所（１万８千キ ロワット）が建設される 。用水の一部は

　名古屋及び同地域の小都市の工業用水，飲料水を供給するため使われる予定である 。

　○　農林省は１９５１年以来 この計画を検討してきた。又米国の技術会杜であるパシフィ

　ック ・コソサノレタソト会杜は建設上の主要な諸元，特に水文学的及び地質学的データ ，

　ダムサイト ，ダム建設，幹線水路の取水口及び設計，発電に及ぽす影響について実態

　調査を行た った。バシフィック ・コソサノレタソト会杜の最終報告は近目中に発表され

　るだろう 。同杜の報告原案によれぱ，建設期問の利子も含めて総工費は約２５０億円と

　推定され，これらは５年問内に使われる予定である 。

　○　本調査団は農業側の受益計算を検討し ，年間の粗生産額は５０億円 ，農民の純益は

　内輸に見積 って２５億円とみている 。水道収入は約４億６千万円を齋し ，発電力は４億

　５千万冊こ相当するだろう 。運営，管理費を控除しても年問の純益額は内輸に見積 っ

　ても３２億円即ち総投資額の１３劣と推定できる 。穀類生産の増加だげでも外貨の節減は

　年間６００万ドルに達するであろう 。これらの数字は世銀融資としては一見魅力のある

　計画のようである。併し建設及び運営の面に於て組織上，財政上，経営上多くの問題

　はまだまだ検討されねぽたらない 。

　○　政府が考えているような自治的な法人が本計画の建設，運営のため創設出来た方

　がよいと本調査団は感じている。少くとも３省と５県に関係するこの複雑な計画につ

　いては一元的な運営を行なうことが非常に大切である 。調査団の考えでは，政府が本

　計画の農地開発部分について現行法に基づき約７０億円に達する補助金を交附する場合

　に於ても ，この法人を独立採算制の基礎の上におくべきであり又そのことは可能であ

　る 。暫定的ではあるが，建設用機械の所要額と監督及び外人請負業老に対する外貨支

　払は農地局推定によれぼ１，ＯＯＯ万ド ノレ と見積られ，政府は右の額に相当する借款を要

　請している 。

　○　今後更に準備を行う上に予測し難い大きな困難が生 １じない限り ，調査団は本計画

　に関する技術的報告を作成するのに ，３ ，４ヵ月を要するものと推定している 。公杜

　設立法案の内容又は地方自治体，関西電力会杜との折衝とい った技術的性質をもっ た

　事柄の詳細な検討が必要である 。更に借款が実際に可能とたる前に，詳細な技術的設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５）
　計，監督，外人請負業者との折衝の準備に関して協定の締結が必要にたろう 。」

　本文中にでてくる「本調査団」というのは，世界銀行農業調査団（昭和２９年７

月２９目 ，来目）のことであるが，上記文早て注意すへきことは以下の４点である 。

　第１点は，米国のパシフィック ・コソサノレタソトが愛知用水建設上の「主要

な諸元」について調査したということである。これは日本の調査技術でも不可

能ではないが，ｒ米国大使館および来目中（２７年１１月）の世銀ドーノレから外国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６）
人技術商杜を雇用することが世銀借款成立の必要条件である 。」　とされたこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５８７）
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と関連している。こうな ってくると ，愛知用水の建設は，すでに地元住民，地

元農民の意志をはなれ，資金面とあわせて技術面でもまた世界銀行によって牛

耳られることにな ってしまう 。つまり ，愛知用水は世界銀行の「安全優利な」

投資先であるかどうかという視点から検討されるということにたるのである 。

　第２点は，建設資材や建設機械類を海外（アメリヵ中心）より調達するという

点である。これは海外，とりわげアメリカの過剰商品資本にとっ て販路をひら

くものである。当時における目本の機械産業部門が脆弱であ ったことを思えば，

やむをえない事情でもあ った 。

　第３点は，愛知用水の採算面では是としながらも ，「建設及び運営の面に於

て組織上，財政上，経営上多くの間題」については，たお多くの不備があると

していることである。この点でも世界銀行による指導性が明確である。つまり

「政府の考えているようた自治的な法人を創設」することは，世界銀行にとっ

て「安定した投資先」であることを裏づげるために必要なことであ った 。

　第４点は，政府補助金が交付される場合でも ，この法人は独立採算制を採用

すべきだとしている点である。つまり ，独皿採算制にすることによっ て， 法人

の杜会的公共的性格をぬぐい去り ，私的独占資本にとっ て都合のよい管理運営

を行い，負担転嫁による強蓄積が可能とたるからである 。

　すでに昭和３０年２月７目にカーナー氏は井口大使にあてて「農業開発事業に

関するメモランタム」を届けている。このメモの中から，事業の機構と機能の

配分について関連のあるところを抜き出しておこう 。

　　ｒ官有の愛知用水公杜の設置がもくろまれていることは既に承知している 。水利施

　設の所有，建設及ぴ運営（緯持を含む）をこの程の公杜に委託したがよかろうという

　ことは世界銀行の意見である。　　愛知用水事業中の給水部面については，どうして

　も大観模になりがちな処理及び給水施設の資金面や建設及び運営の面は一切これを名

　古屋市のもっ ている機構にまかせ，名古屋市に未処理のままの水を供給する方が望ま
　　　　　　　４７）
　しく考えられる 。」

　こうしてみてくると，愛知用水事業は世界銀行の強力た指導のもとに，農業

用水から都市用水へ， 知多半島よりも名古屋市域へとその重点が移されてきて

いることがわかる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５８８）
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　こうした経緯をふまえて，次第に愛知用水の事業主体を確定することが急務

とな ってくる 。当時にあ っては，　「大蔵省の一部には，特別会計で運営すべき

であるとの見解もあ ったが，農林省では次のような理由から，公杜案を有利と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４８）
して，公杜設立の線で世銀側と交渉することとした。」としている 。

　　　「１　事業主体が，共同施設だけを担当する場合には特別会計で実施できるが，余

　農資金を全事業に導入し，短期問に事業を完成して全事業の同時効果を発生させるに

　は，専用施設部門も担当する必要があり ，公杜のようた独立機関が必要である 。

　　２　特別会計の場合は，国の会計として財政法 ・会計法などの適用を受げ，かつ大

　蔵大臣の指揮監督を受げなけれはたらないため ，事業を行なう場合弾力性に乏しいが ，

　公杜の場合は単独法によっ て経理が処理され，そのような欠点が除かれるとともに ，

　長期債券の発行なども可能になる 。

　　３　事業の性質上，事業完了後も水の受益者その他に指導を与えねぱならず，この
　　　　　　　　　　　　　　４９）
　ためにも独１機関が必要てある 。」

　この文中に出て来る　「弾カ性」の具体的内容は明らかでないが，経理上の

「弾力性」をもたせることによっ て， 巨大企業本位の運営 ・管理が可能となる

ということを暗に示しているのかもしれない 。

　以上，われわれは愛知用水が建設されるまでの経過を歴史的にみてきたが ，

そのような経過をふまえつつ，昭和３０年６月２１目 ，第２２回臨時国会にｒ愛知用

水公団法案」が上程されるのである 。

　その提案理由の主たる内容は次のとおりである 。

　　　ｒ愛知用水事業は，名古屋市東方に位する平野及ぴこれに接続する知多半島の一帯

　が気侯，産業立地条件等に恵まれているにかかわらず，雨量少く ，かんがい用水は勿

　論飲料用水，工業用水等の不足が農業その他の産業の発展を阻害する要因とな ってい

　る現状にかんがみまして ，木曽川水系の水を高度に利用し，これら地域の総合的開発

　を図ろうとするものであります。……中略…… 。

　　本事業は，かかる極めて大規模た事業でありますので，事業を合理的に行うために

　は短時日の間に急速に工事を行う必要があり ，このためこの事業の資金と致しまして

　は，国家資金のほか，特に国際復興開発銀行からの融資及び余剰農産物見返資金をも

　っ てこれに充てることに致しまして ，従来の土地改良事業の施行の方式とは異な った

　新たな構想をもちまして ，愛知用水公団を設立してこれに事業を効率的に行わせるこ
　　　　　　　　　　　　５０）
　とと致した次第であります。」

　　　ｒこの愛知用水公団には，公杜に準ずる性格を附与することと致しまして ，その役

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５８９）
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員の選任や欠格条項に関する規定を設げますとともに公剛こ対しましては，所得税 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１）
法人税の諸税を課さたいことと致したのであります。」

　　ｒ公団の自主的運営を尊重致します反面，その事業の重要性にかんがみ，役員 ，業

務及び会計の全部面にわたりまして農林大臣が厳正なる監督を行うほか，その業務の

内容によりましては，農林大臣が関係大臣とともに監督を行うことと致しまＬて ，そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５２）
の適正なる運営を確保することに致したのであります。」

　この法案は，まず第１に国家の手厚い保護を求めるという点から，国家資金

の確保，諸税の免除という２点がいわれていること，第２に，公団の自主的た

運営，つまり独占資本にとっ て都合のよい運営が可能であるということ ，第３

に， 農林大臣の権限が強く描かれているが，その背後には世界銀行の鋭い監督

があることたどで問題があることは，すでにみてきたことである 。

　また，われわれが上記の行問で間題にしてきた点は，この法案をめくる農林

水産委員会の審議の中でもとりあげられ，それは「愛知用水公団法附帯決議」

として文早化されている。その主なものを２点あげておくと ，第１点は，農民

負担の問題であり ，第２は，外国技術，外国機械類の導入に関する間題である 。

　まず第１の点についての附帯決議は，「愛知用水受益地区内の農民が本事業

完成後公団に納付すべき負担金は他の国営地区の例に比し著しく負担過重と認

められるので，政府は徒らに従前の観準にとらわれず，農民の実際負担能力を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３）
勘案の上，適正なる償還額を決定すること 。」（衆議院農林水産委員会，３０年７月

２８目），「愛知用水受益地区内の農民が本事業完成後公団に納付すべき負担金に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５４）
ついては，農民の負担能カを勘案し適正なる額とすること 。」（参議院農林水産

委員会，３０年７月３０目）というものである 。

　また第２の点については，　「外国技術者の雇傭については，これに委託する

調査及ぴ設計を必要最少限度に止め，極力経費の節約に努めるとともに国内技

術者を本事業のため過度に集中して他地区の事業に支障をきたすことのないよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５）
う厳に注意し併せて機械器具については努めて国産品を優先購入すること 。」

（衆議院農林水産委員会），ｒ外国技術の受入については，必要最小限に止め，国

内技術の高度活用に努め，併せて機器具類についてはできる限り国産品を購入

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９０）



　　　　　　　　　中京工業地帯におげる工業用水問題（１）（杉野）　　　　　　　　　　３５

　　　　　　５６）

使用すること 。」（参議院農林水産委員会）。

　またこの衆議院委員会における審議のなかで，特に工業用水としての利用に

関連があると思われるのは次の問答である 。

　久保田豊氏は「……将来，名古屋市周辺を中心とする工業の発展をも考えま

すと ，基本的には愛知用水の計画を変更せよというのではないが，さらに総合
　　　　　　　　　　　５７）
的に検討する必要がある 。」と発言Ｌ，これをうげて河野一郎農林大臣はｒ …

　　　　　　　　　　　　　　　５８）
・ご意見のとおりと私は考えます。」と答えている。この問答から察せられる

ことは，工業用水として愛知用水を利用することが，将来的にはい っそう強く

意識されているということである。だが，この法案が農林水産委員会で審議さ

れたということは，実質的にはともかく ，形式的には，なお愛知用水を農業用

水として利用することが中心とな っていたのである 。

　こうした間題点を孕みつつも ，愛知用水公団法案は昭和３０年７月２８目の衆議

院において，また参議院においては同年７月３１目可決されて成立したのである 。

　最後に，愛知用水事業とのかかわりで，工業用水の確保がどのようにな って

いるかという点を見極めておきたいと思う 。そうすることによっ て， 愛知用水

が工業用水にな ってきたという性格をい っそう鮮卿こすることができるからで

ある 。

　昭和３０年９月，愛知用水公団法第２０条第一項にもとづいて，農林大臣は事業

基本計画を定め，これを公団に指示した。その事業基本計画の中では，とくに

ｒ取水計画」をとりあげてみていくと，その内容は次のようにな っている 。

　　　「取水計画

　　取水地点から下流の木曽川の治水及び既存水利に支障を与えないよう兼山において

　最大毎秒３５立方米を取水するが，その水量は，新設貯水池放流量と兼山における河川

　流量が兼山発電所最大使用水量毎秒２００立方 メートノレ以上で溢流を生ずる場合の温流

　量とを合計した量の範囲内とする 。ただし ，１０月４目から５月３１目までの上水道工業

　用水の所要水量は，今渡堰堤操作規程に低触しない限り ，兼岬こおいて取水できるも

　のとする。以上の基本方式に従い次の通り取水する 。

　　（１）６月１目からユＯ月３目までは，主としてかんがい用水のために取水する 。

　　（２）全年を通じ，上水道工業用（水　　杉野挿入）を充足するように取水する 。

　　（３）１０月４目から５月３０目までは，農業用補助溜池を満水させるために兼山におげ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９１）
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　る河川流量が兼山発電所最大使用水量毎秒２００立方 メートノレ以上で澄流を生ずる場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９）
　の溢流量の範囲内で最大毎秒３５立方メートル以内で取水する 。」

　これは，きわめてささいたことかもＬれないが，　「全体を通 ’じ

，上水道工業

用水を充足するように放流する 。」というこの基本方式には，独占的工業資本

の用水要求が全面的に貫徹されているとみてよかろう 。しかも，この基本方式

にもとっくかぎり ，工業用水量の大きさは明確にされていないのである。した

がっ て， 将来において工業用水需要量が増大したはあいにも，その需要に応じ

た工業用水の取水が可能にたるわけである。さらに問題となるのは，「工業用

水については，需要者が未決定で全くの先行投資となるので，愛知県と協議の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０）
結果，上水道 ・工業用水とも水道事業として愛知県営で実施すること」にな っ

たということである 。

　はたして工業用水の需要者は未決定であ ったのであろうか。事業が完成しな

い以上，正式の需要供給契約がたされていたいのは当然だとしても ，すでに工

業用水供給計画としては，名古屋市内，南部臨海工業地帯及びその後背地に対

する供給は十分念頭におかれ，文章化もされているのであるから，そしてまた

他方では東海製鉄建設工事がはじまっ ているという現実をふまえるならは，こ

の工業用水道の建設が，需要者を未決定とした先行投資であるとはどうしても

云えたい筈である。そしてまた，この愛知県による工業用水道の建設 ・運営に

かかわって，巨大独占資本とのかかわりが究明されなげれはたらたい問題とし

て残されるのである 。

　ちなみに，昭和３０年以降，中部鋼板（名古屋市，昭和３１年），中山製鋼（武豊町 ，

昭和３３年），東海製鉄（上野 ・横須賀町，昭和３３年）とい った巨大企業の立地がつ

づいたという事実経過は，すでにこの時点において工業用水としての愛知用水

の利用は，その大口需要者を明確に念頭においたものであ ったことは容易に推

測できることたのである。そしてまた，愛知用水が農業用水から工業用水へと

その基本的利用方向を変換させてい った背景には，アメリカの余剰農産物の輸

入拡大による目本農業の衰退化を予期させるものがあ ったし，まさしく ，それ

を予期できたからこそ，世界銀行は，知多半島の零細農民にではたく ，目本政

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９２）
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府を，あるいは愛知県を背後関係にもっ た巨大工業資本による用水の利用を ，

当初的に意図していたのではないかとも考えられるのである。世界銀行からの

借款が，人道的な立場からのものでたく ，　「安全 ・有利た投資先」としてのも

のであり ，アメリカ金融資本による日本支配の一環としてのものであ ったとす

れば，愛知用水の性格変化は，げだＬ歴史的必然であ ったとも云えるのである 。

　　１）愛知用水公団 ・愛知県ｒ愛知用水史』 ，昭和４３年９月３０目 ，１２３～１２４ぺ 一ジ参

　　　照 。
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　同上書，１２４ぺ一ジ
。

　同上，１３４ぺ 一ジ 。

　同上 ，１３４～１３５ぺ 一ジ 。

　同上書，資料編，５ぺ 一ジ参照 。

　同上，６～７ぺ 一ジ 。

　この点の評価については別の機会をまちたい 。

　愛知用水公団 ・愛知県ｒ愛知用水史』 ，資料編，前出 ，１１ぺ 一ジ 。

　ｒ特定地域の開発目標及び開発計画立案上の問題点について』 ，経済安定本部

因土総合開発事務処，昭和２７年４月１２目 ，１２ぺ一ジ 。

　ｒ愛知用水史』 ，前出 ，１４５ぺ一ジ
。

　同上書，１４７ぺ一ジ参照
。

　同上，２０３ぺ一ジ 。

　ｒ愛知用水史』 ，前出 ，１５１ぺ一ジ 。

　同上，１６９ぺ一ジ
。

　同上，１７９ぺ一ジ 。

　同上，！４３ぺ一ジ 。

　同上，７２９ぺ 一ジの「重要目誌」による 。

　同上，１７２ぺ一ジ 。
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　同上書，１９０ぺ一ジ
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。

　１９７０年８月 ，愛知県水道事業局におげるキキトリ調査による 。

　ｒ愛知用水史』 ，前出 ，１９１～１９２ぺ 一ジ。なお ，この質疑応答の引用文も同ぺ

一ジである 。

　同上書，１９２べ一ジ参照
。
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